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【石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンター建設整備計画（案）】の 

パブリックコメントに係る意見と浜田市の考え方 

 

No 頁 項目 意 見 浜田市の考え方 

① 3 施 設 整 備 の

目的等 

P.1「1.背景および経緯」を読んで、長沢地

区の住民から、過去に公民館の建設を要望する

陳情書が提出されていることから、そうした要

望があることは理解できます。また、平成 25

年に社会教育委員の会からの提言があったこ

とも、この計画案策定の動機となっていること

も理解できます。しかし、一方で時が流れ、浜

田市の人口も市の予測を上回るペースで減少

しており、長沢町の人口も減り始めています。

そして、平成 26 年度には、「市の公共施設は、

40 年後には当時の保有量（約 40 万㎡）の 7 割

しか維持更新できない」という試算が出て、計

画的に公共施設を廃止、統合、再配置を行う必

要から「浜田市公共施設再配置方針・浜田市第

１期公共施設再配置実施計画」を策定し、削減、

再配置に取り組んできました。本計画案はこの

公共施設再配置に影響を及ぼす内容でありな

がら、「このサブセンターを建設しなければ行

うことができないまちづくり活動とは何か」に

ついて十分な説明がありません。P.3 にある社 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、市内で最大規模となる石見地

区の人口や面積等を総合的に考慮し、平成 29

年度以降、中期財政計画に計上することとなり

ました。 

また、こうした経過を踏まえ、令和 3 年度か

ら建設に向けた内部検討を進め、将来にわたる

財政負担等の観点から、施設規模や人員配置の

縮小といった見直しも図ってきたところです。 

 石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターは、職員が常駐し、貸館や市民の方を対

象とした教育や文化活動等を行うとともに、地

域の防災拠点としての機能を持つほか、地域住

民が主体となって行う、芸能発表や敬老会等の
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会教育の推進、まちづくりに資する人づくりの

推進、防災拠点・まちづくり拠点、地域の実情

に応じた活動の支援は、それぞれ浜田市各地域

の「まちづくりセンター以外の施設」において

も、各地域の自治会単位で集会所等を拠点とし

て既におこなわれており、これらが新規整備が

必要不可欠な要素にはなりません。長沢地域に

既存の集会所や石見まちづくりセンター（本計

画の建設予定地から 2ｋｍ）の利用では、長沢

町の住民が行うことができないまちづくり活

動とは何かを具体的に示して下さい。 

 

地域に密着した活動を行う拠点として活用す

る計画です。 

 整備後は、施設の整備目的に沿った活動が進

むよう、適切な運営に努めてまいります。 

 

② 全

体 

計画全体 P.1「背景および経緯等」について、本計画

案では浜田市が『「ハコ＝サービス（機能）」の

固定観念を捨て、「ハコ」に依存せずに「機能」

を重視した考え方に発想を転換する』とした、

公共施設再配置方針の考え方に、自ら反してハ

コを作ろうという計画案になっています。①に

ついて担当課長からは「各種教室やサークル等

の生涯学習活動ではないか」という回答があり

ましたが、こうした活動は、まちづくりセンタ

ーから距離のある地域においても、現在自治会

の総会等を行っている集会所や自治公民館等

で行うことが可能で、実際に生涯学習活動や自

地域によっては、集会所を拠点に生涯学習活

動や自主防災活動等について、集会所を管理す

る町内の方を対象とした活動を実施されている

ことは承知しております。 

 今回の石見まちづくりセンター（仮称）長沢

サブセンターの新規整備につきましては、「石

見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンタ

ー建設整備計画（案）」に記載をしております

経緯や施設整備の目的を踏まえ、内部検討を進

め、将来にわたる財政負担等の観点から、施設

規模や人員配置の縮小といった見直しも図り

つつ、広く市民の方を対象とした教育、文化活
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主防災活動も、まちづくりセンター以外の施設

を使って市内各地で行われています。石見まち

づくりセンターでの教室等へ長沢地域の方の

参加希望者が多すぎて参加できない等であれ

ば、そうした生涯学習活動について、一定の需

要要件等を定め、講師の派遣に係る費用等をソ

フト事業として市が補助することで、既存の施

設でこれまでに増して充実した生涯学習活動

等を行うことは可能になります。こうした「ハ

コ」に依存せずに「機能」を重視した考え方に

発想を転換するという、公共施設再配置方針の

考え方にもとづき、長沢地域をはじめ市内各地

域へのまちづくり活動支援の拡充によって、長

沢地域の方もより充実したまちづくり活動が

可能になります。「ハコ」を建てずに課題を解

決する方法について、担当課では未検討とのこ

とでしたが、施設の新設が必要不可欠かどうか

にも関わると考えます。ソフト事業への支援拡

充で対応する検討は必要と考えるか否かとそ

の理由を説明してください。 

 

動の実施や長沢町をはじめ近隣町内のまちづ

くり活動の拠点として整備するものです。 

ご提案いただいたソフト事業への支援につ

きましては、まちづくり活動等への財政的支援

を行っており、まちづくり振興基金の活用や令

和 5 年度から若者支援ファンドを創設し、支援

の拡充を行っているところです。 

市といたしましては、引き続きまちづくり活

動等の活動を推進するため支援等を行ってま

いります。 

③ 1 背 景 及 び 経

緯等 

P.1 に陳情書そのものではなく、陳情概要と

して 2 行だけを載せており、市が本計画案の策

定に当たって重視した陳情書を市民が読むこ

「石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブ

センター建設整備計画（案）」の「1 背景及び

経緯等」に記載をしております陳情概要につき
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とができないことは問題があると考えます。陳

情者は公表されることに同意の上で議会へも

陳情なさっており、陳情書の内容を公表するこ

とはこうした計画案の説明や、市民が理解や判

断を行うためには必要だと考えます。陳情書の

内容はどのくらいの文字数なのかや、その内容

を資料として公表していない理由を説明して

ください。 

 

ましては、令和 4 年 8 月 17 日付で、長沢町ま

ちづくり推進委員会会長及び長沢公民館館長

の連名により市長へ提出された陳情書（内容で

概ね 700 文字程度）から、簡潔にその陳情内容

が伝わるよう願意の部分を記載いたしました。 

 

④ 2 関 連 す る 主

な 条 例 ・ 計

画・提言の抜

粋等 

P.2「関連する主な条例・計画・提言の抜粋

等」について、浜田市公共施設再配置実施計画

の対象施設のはずですが、なぜ本計画案では

「関連する主な計画」に「公共施設再配置実施

計画」が含まれていないのかを説明してくださ

い。 

 

 

「石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブ

センター建設整備計画（案）」の「2 関連する

主な条例・計画・提言の抜粋等」につきまして

は、建設整備の方針へと至る要因となったも

の、拠点施設の必要性や整備などに関する記述

のある条例、計画、提言を掲載いたしました。 

 ご指摘のとおり、石見まちづくりセンター

（仮称）長沢サブセンターは、浜田市公共施設

再配置実施計画の対象施設であり、公共施設の

総量や老朽化といった課題は、本市の今後の財

政運営に極めて大きな影響を及ぼす問題と考

えておりますので、「浜田市公共施設等総合管

理計画」や「浜田市公共施設再配置実施計画」

等との整合性を図りながら、施設の適正な整備

や運営等に努めてまいります。 
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⑤ 2 関 連 す る 主

な 条 例 ・ 計

画・提言の抜

粋等 

P.2「関連する主な条例・計画・提言の抜粋

等」について、公共施設再配置方針には、「政

策判断で新規施設整備を行う場合は、長期的に

新規施設と同等の既存施設を削減し、公共施設

総量の増加を抑制します。」とあります。本計

画案の策定にあたり、長沢サブセンターと同等

規模の既存施設の削減について、どの施設をい

つ頃を目途に削減することになるのかを説明

してください。 

 

既存施設の削減につきましては、「浜田市第 2

期公共施設再配置実施計画」において、令和 8

年度以降に施設の複合化等を検討し、面積を削

減することとしており、具体的な施設及びその

詳細については、各施設の状況や地元の意向等

も踏まえ検討してまいります。 

 

⑥ 2 関 連 す る 主

な 条 例 ・ 計

画・提言の抜

粋等 

⑤について削減する施設や時期が決まって

いない場合、増やすことだけ決めることで、人

口減少が加速する中で、同じ機能の公共施設が

2ｋｍしか離れていない場所に増加することに

なり、浜田市の言う「未来へつけを回した状態」

になりますが、問題が無いと考えるか否かとそ

の理由を説明してください。 

 

 

令和 3 年度から建設に向けた内部検討を進

め、将来にわたる財政負担等の観点から、施設

規模や人員配置の縮小といった見直しも図っ

ており問題ないと考えております。 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、市内で最大規模となる石見地

区の人口や面積等を総合的に考慮し、平成 29
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年度以降、中期財政計画に計上することとなり

ました。 

引き続き公共施設の適正な配置及び整備等

に努めるとともに、本整備事業が、協働のまち

づくりの推進や将来にわたっての持続可能な

地域づくり等に繋がる施策の一つとなるよう

取り組んでまいります。 

 

⑦ 2 関 連 す る 主

な 条 例 ・ 計

画・提言の抜

粋等 

P.2「関連する主な条例・計画・提言の抜粋

等」について、公共施設再配置実施計画も載っ

て然るべきですが、公共施設再配置実施計画で

使われている工事単価について、現在は同計画

策定時の約 2 倍になっているという事実を、本

計画案策定時、まちづくり社会教育課は認識し

ていませんでしたが、地域政策部長、副市長、

市長もまた認識していなかったのではないか

と考えます。工事単価の実勢価格が計画対比 2

倍以上になっていると認識した上で、市として

長沢サブセンターを新設する意思決定を行っ

たのかどうか説明してください。 

 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、「石見まち

づくりセンター（仮称）長沢サブセンター建設

整備計画（案）」に記載をしております経緯等

を踏まえ、内部検討を進めてまいりました。 

公共施設再配置実施計画で用いられている

工事単価と実施段階における工事単価の差は

ありますが、かねてからの背景や経緯等、施設

整備の必要性、本市の財政状況等も踏まえて総

合的に判断いたしました。 

 

⑧ 1 背 景 及 び 経

緯等 

P.1「背景および経緯等」には公共施設再配

置がどういう状況なのかが考慮された形跡が

ありません。浜田市公共施設再配置実施計画で

「浜田市公共施設再配置方針」、「浜田市公共

施設等総合管理計画」及び「浜田市公共施設再

配置実施計画」等の趣旨等を鑑み、「将来世代
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は構造別に更新単価を載せており、平成 28 年

度から 40 年間変わらずにこの工事単価で更新

を行うことができた場合、策定時（約 40 万㎡）

の約 7割のハコモノしか維持できないという試

算になっています。しかし、直近の浜田市の公

共施設の建設工事について確認すると、工事の

実勢単価は鉄骨造が 30 万円～40 万円/㎡（計画

では 16 万 7 千円/㎡）、木造も 36 万円～50 万円

（計画では 19 万 5 千円）となっており、計画

策定時の２倍を既に超えてきています。こうし

たことについて、本計画案策定時に担当課は行

財政改革推進課から情報提供を受けていませ

んでしたが、令和 5 年 3 月現在はこうした現状

について認識なさっています。公共施設再配置

実施計画策定時に、７割維持できるとしていた

公共施設は、実際に必要な工事単価が計画が想

定した単価の 2 倍になり、市の投資的経費に充

てられる予算が増えないならば、計算上は 7 割

ではなく 3 割 5 分しか維持更新できない可能性

が高いことを、現在は理解できているはずで

す。これからの浜田市民にしわ寄せがいくこと

は確実であり、ハコを増やしている場合ではな

いように感じますが、それでも本計画案のとお

りハコモノを新設することは問題ないと考え

への負担のつけ回し」とならないよう、公共施

設の整備に際しては、慎重に検討を行うことは

重要であると考えております。 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、市内で最大規模となる石見地

区の人口や面積等を総合的に考慮し、平成 29

年度以降、中期財政計画に計上することとなり

ました。 

また、こうした経過を踏まえ、令和 3 年度か

ら建設に向けた内部検討を進め、将来にわたる

財政負担等の観点から、施設規模や人員配置の

縮小といった見直しも図ってきたところです。 

当該施設の新規整備にあたっては、公共施設

再配置実施計画で用いられている工事単価と

実施段階における工事単価の差はありますが、

かねてからの背景や経緯等、施設整備の必要

性、本市の財政状況等も踏まえて総合的に判断

いたしました。 
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るか否かとその理由を説明してください。 

 

 

⑨ 3 施 設 整 備 の

目的等 

P.3「施設整備の目的」について、担当課は

本施設について利用の要望調査を行っていな

いとのことでした。施設についてどのような利

用の需要がどの程度あるのかを示せない現状

は、もしかしたら作ってもあまり利用されない

可能性があるということであり、本当にこの施

設が必要なのかについて、重要な判断材料が欠

けていると考えます。浜田市まちなか交流プラ

ザの整備案にあるような、施設の利用需要の調

査（利用内容や想定される利用者等）や利用見

込みが示されておらず、また石見まちづくりセ

ンターや浜田まちづくりセンターの利用への

影響も調査や検討していない状態ですが、計画

策定にあたり、これらの調査や検討は必要ない

と考えたのか否かとその理由を説明してくだ

さい。 

 

地元からの複数回にわたる陳情や要望、平成

25 年度の社会教育委員の会の提言、市内で最大

規模となる石見地区の人口や面積など、施設の

新規整備に至るこれまでの背景や経緯等を踏

まえて、施設の利用需要はあるものと考えてお

り、本整備事業が、協働のまちづくりの推進や

将来にわたっての持続可能な地域づくり等に

繋がる施策の一つとなるよう引き続き取り組

んでまいります。 

 

⑩ 全

体 

計画全体 P.2「関連する主な計画」に中期財政計画を

挙げており、中期財政計画では長沢公民館整備

事業を平成 29 年度に 3 億 5000 万円で載せてい

ます。中期財政計画では市の投資的経費につい

ても、向こう 10 年の数字を毎年載せています

 まず 1 点目の「中期財政計画の投資的経費は

実勢価格×施設規模によって算出されている

のか」についてです。中期財政計画における投

資的経費の額は、毎年実施しているサマーレビ

ューにおけるハコモノ整備やインフラ整備、災



 

9 

 

が、これはハコモノやインフラの更新、整備に

必要となる費用を各課からの要求を積み上げ

て載せているものです。しかし、毎年度のよう

に 2 年先では半減し 3 年先ではさらに半減して

いくというような計画を示し、実際には 2 年後

には示した額から倍増し 3 年後には 3 倍に増え

るといったことが繰り返し起きています。これ

は、中期財政計画という名前でありながら、短

期と言える 2 年先 3 年先の数字が数十億（市の

一般会計予算の 1 割以上）のレベルで違ってい

るということであり、「将来に責任ある財政計

画」と呼べるのか疑問です。この原因の一つに

先ほどの公共施設再配置実施計画の工事単価

の問題がある可能性があります。つまり各課が

サマーレビューで数年先の所管の公共施設の

整備に係る投資的経費を要求する際、公共施設

再配置実施計画を使って概算費用を要求して

いた場合、いざ計画年度に近づき実勢価格で設

計、予算要求する際、必要な金額が２倍以上に

なるということを繰り返している可能性があ

るからです。中期財政計画に示されている投資

的経費は、公共施設再配置と直結しており、工

事単価が実勢価格をもって積み上げられてい

ない場合、示された数値は不正確なものとなっ

害復旧事業などの査定結果を積み上げたもの

となっていますが、サマーレビューにおいて

は、ハコモノ整備の場合、「浜田市公共施設再

配置実施計画」における構造別更新単価表に記

載されている工事単価ではなく、各担当課が徴

取した参考見積書や、近年の本市の施工実績に

基づく工事単価等をもとに計画書が作成され

ております。従いまして、物価や労務単価の上

昇、施設規模や設備を見直す中での金額の上振

れは想定されますが、ご指摘のような構造別更

新単価から実勢単価への置き換えによるもの

ではありません。 

 2 点目の「2 年先 3 年先で投資的経費が数倍

に増えるのは何故か」につきましては、ご指摘

のとおりの増額傾向にあるのは事実であると

受け止めております。この原因としては、1 点

目でお答えした物価や労務単価の上昇、施設規

模や設備を見直す中での金額の上振れに加え、

突発的に新規の事業が追加されることや、後年

度に予定していた事業の前倒しなどが考えら

れます。ただし、中期財政計画及び見通しにお

いて、投資的経費年平均額（ただし、災害復旧

事業費は除く）で見た場合、毎年度大きな乖離

はないことから、ご意見にあります「中期財政
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てしまいます。まちづくり社会教育課は本計画

案の担当課として、財政課に対し「中期財政計

画の投資的経費は実勢価格×施設規模によっ

て算出されているのかどうか」や「2 年先 3 年

先で投資的経費が数倍に増えるのは何故か？」

を確認し、中期財政計画の示す将来の投資的経

費が毎年のように大きく上振れることが、本計

画案を含め今後の浜田市の社会教育施設の整

備や維持更新にどのような影響があるのか説

明してください。 

 

計画の示す将来の投資的経費が毎年のように

大きく上振れること」について、当該計画上財

政運営への影響は少ないものと認識していま

す。なお、社会教育施設に限った影響について

は説明が難しいところですが、計画している他

の施設整備等に影響が出ないよう、引き続き経

費等の見直しに努めてまいります。  
 

⑪ 5 事業費（概算

額） 

P.5「事業費」において、本計画案では、施

設面積は 400 ㎡、施設は鉄骨造で、建設工事費

は 2 億 8000 万円とされています。これは、㎡

単価が 70 万円ということになりますが、外構

工事を含めても直近の市の同様の公共施設の

工事実勢価格は㎡単価 40 万円程度です。本計

画案は明らかに高すぎる工事費を示していま

すが、この金額は、平成 29 年に中期財政計画

に 3 億 5000 万円で載せ、令和 3 年度に増額し

た 3 億 9400 万円から、必ずかかる設計費用や

土地の取得にかかると想定される金額、保障費

用等を引き算した金額だと伺いました。公共施

設再配置実施計画が難しい課題を抱える中、政

ご指摘のとおり、建設整備にかかる費用につ

いても、できるかぎり正確に試算して議会や市

民の皆様へお示しすることは、重要であると考

えております。 

 「石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブ

センター建設整備計画（案）」の「6 事業費（概

算額）」に記載をしております、建物工事費等

経費（外構工事等も含む）の 2 億 8,056 万円に

つきましては、令和 6 年度から令和 7 年度にか

けての工事予定であり、物価上昇等の影響によ

り変動する可能性はありますが、直近の工事実

績等を参考の上、精査して予算計上いたしま

す。 
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策的に公共施設の新規整備が必要であるとす

るならば、施設の利用需要に関する見込みはも

ちろん、建設や整備にかかる費用についてもで

きるかぎり正確に試算して議会や市民に示す

べきですが、そうはなっていません。仮に建築

住宅課が試算すれば、直近の類似施設等の実勢

価格を利用して試算すると考えられるため、外

構工事を含め 1 億 5000 万円程度になるのでは

ないかと考えますが、こうした方法をとらず

に、意味のない引き算で建設工事にかかる費用

を示されている現状について、改善が必要と考

えるか否かとその理由を説明してください。 

 

 

⑫ 5 事業費（概算

額） 

P.5「事業費」について、令和 4 年度版の浜

田市第 2 期公共施設再配置実施計画には、今回

の長沢サブセンターの将来更新投資額を 400㎡

で 6,680 万円と載せています。40 年後に 6,680

万円で建替えできるとしている施設の建設に、

なぜ今 2 億 8000 万円必要なのかが分かりませ

ん。同時期に発表された市の計画で、建設工事

費に 4 倍以上の開きがあり、まったく信頼でき

ない金額です。なぜこのようになっているの

か、どちらかが正しいのか、どちらも正しくな

いのか、説明して下さい。 

前述のとおり、「石見まちづくりセンター（仮

称）長沢サブセンター建設整備計画（案）」の

「6 事業費（概算額）」に記載をしております

建物工事費等経費（外構工事等を含む）の 2 億

8,056 万円につきましては、直近の工事実績等

を参考の上、精査して予算計上いたします。 

 また、「浜田市第 2 期公共施設再配置実施計

画」内において、構造別更新単価表に記載され

ている工事単価については、「『建築着工統計』

工事費予定額の分析 昭和 59 年度～平成 19 年

度の個票分析」（一財）建設物価調査会総合研
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究所の数値を参考にしたものとなっておりま

す。 

 両者の費用の違いは、主に用いる建築単価の

相違によるものですが、直近の工事実績等を参

考の上、精査してお示しする建物工事費が、実

際に想定される将来更新投資額により近いも

のと考えております。 

 

⑬ 全

体 

計画全体 P.1「背景及び経緯等」に、本計画案の策定

の動機として地元（長沢地域）住民からの要望

や陳情が挙げられています。しかし、この要望

や陳情をしている方々は、浜田市の公共施設の

現状や再配置実施計画上の課題について十分

に理解せずに要望なさっているに違いないと

考えます。なぜなら、公共施設再配置実施計画

が想定した「40 年間変わらないと考えた工事単

価」は 8 年も経たないのに市の想定の 2 倍を超

えており、「平成 27 年当時の 7 割維持更新でき

ると考えた公共施設が、実はその半分しか維持

更新できない可能性がある」と知っていれば、

「自分たちの一時的な利便性や幸福度の向上

のためには、子や孫が、傷んでも修繕できない

ようなインフラや公共施設を使わなければな

らないとか、インフラや公共施設の修繕や維持

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、市内で最大規模となる石見地

区の人口や面積等を総合的に考慮し、平成 29

年度以降、中期財政計画に計上することとなり

ました。 

また、こうした経過を踏まえ、令和 3 年度か

ら建設に向けた内部検討を進め、将来にわたる

財政負担等の観点から、施設規模や人員配置の

縮小といった見直しも図ってきたところです。 

この他、令和 4 年度浜田市一般会計予算に対



 

13 

 

運営によって財政が硬直化し、子や孫のために

本当に必要な事業は行うことができないとい

った事態になっても構わない」と考えるはずが

ないからです。皆さん子や孫がかわいいはずで

す。浜田市が将来を見通して策定した公共施設

再配置実施計画が、事実上すでに破綻している

ならば、この長沢サブセンターにかぎらず、「本

当に必要不可欠な場合以外は公共施設を増や

すべきではない」とか「既存の施設を使って活

動を行う方法を考えた方が良い」ということ

は、誰が考えても明らかなはずです。本施設の

建設を要望し陳情なさった方々に、浜田市の公

共施設は、計画に沿って削減した面積よりも新

設や取得した面積（お魚市場、4 号と 7 号荷捌

所、ゆうひパーク他）が多いため、平成 27 年

度の延床面積と比べると、実は増えていること

や、更新や大規模修繕にかかる工事単価が市の

想定の 2倍以上になっていることを説明し、「要

望があることはわかるけれど、子や孫のために

は既存の集会所や、石見まちづくりセンター、

浜田まちづくりセンターを利用しながらまち

づくり活動を充実させる方法を協議できない

だろうか」といった提案をまず行うべきと考え

ます。その必要性があると考えるか否かとその

する附帯決議への対応や市議会への報告等と

いった過程を踏まえ検討し現在に至っており、

あらためて整備内容の大幅な変更を伴う提案

等は難しいものと考えております。 

いただいたご意見につきましては真摯に受

け止め、本整備事業が「将来世代への負担のつ

け回し」ではなく、協働のまちづくりの推進に

資するとともに、将来にわたっての持続可能な

地域づくり等に繋がる施策となるよう取り組

んでまいります。 
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理由を説明してください。 

 

⑭ 全

体 

計画全体 市議会においてもサブセンターの建設あり

きで執行部の説明が行われています。市議会に

対し、行財政改革推進課とともに、浜田市の公

共施設が実は増加していることや、公共施設再

配置実施計画が想定する工事単価に対し直近

の実勢価格がすでに 2倍を超えていること等を

説明した上で、本計画案を提案するならばフェ

アなやり方だと思いますが、そうした説明は無

く、判断に必要な重要な事実が示されておら

ず、議会は「浜田市の公共施設再配置は順調に

進んでいる」と誤解している可能性が高いと考

えます。まちづくり社会教育課は担当課とし

て、行財政改革推進課や財政課と情報共有、協

議し、こうした事実があってもなお、政策的に

必要だとするならば、今後の公共施設再配置実

施計画をどう修正するのかや、本当に要望者や

陳情者の子や孫が困らないのかの説明とセッ

トで、公共施設の新設を提案すべきと考えま

す。本計画の策定や実施にあたり、市議会や市

民に対し、市の持っている公共施設の再配置に

関する情報を正しく提供した上で本計画案を

提案する必要性があると考えるか否かとその

「浜田市公共施設再配置実施計画」につきま

しては、毎年度進捗管理等を行うとともに、議

会等への報告や浜田市ホームページ等でその

内容などを適宜公開しております。 

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、市内で最大規模となる石見地

区の人口や面積等を総合的に考慮し、平成 29

年度以降、中期財政計画に計上することとなり

ました。また、こうした経過を踏まえ、令和 3

年度から建設に向けた内部検討を進め、将来に

わたる財政負担等の観点から、施設規模や人員

配置の縮小といった見直しも図ってきたとこ

ろです。 

この他、令和 4 年度浜田市一般会計予算に対

する附帯決議への対応や市議会への報告等と

いった過程を踏まえ検討し現在に至っており、
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理由をわかりやすく説明して下さい。 

 

適切に対応しているものと考えております。 

 

⑮ 全

体 

計画全体 P.3「施設整備の目的等」に「まちづくりセ

ンターは協働のまちづくりを推進するととも

に、人材を育成する社会教育・生涯学習を推進

することにより、誰もが幸せに暮らせる魅力あ

る地域社会を実現することが目的であること

から、市民が普段から気軽に集える場所づくり

に努める」とあります。既存のまちづくりセン

ターについても、その地域に住んでいても年に

1 度も利用しない方が多いため、多くの地域住

民は自分が日常的に集うための場所としてま

ちづくりセンターを望んでいるわけではない

と考えるのが自然です。防災拠点といっても、

災害時に避難場所として収容できるのは 50 人

程度と考えられ、ほとんどの住民は災害時に避

難所として利用できません。まちづくりセンタ

ーが近くに無い地区では、集会所等を拠点にま

ちづくり計画に取りくんでおり、集会所等で行

うことができないのは「図書コーナー」の設置

や利用くらいです。しかしそれも、立派な市立

図書館があることや、インターネット、スマー

トフォンの普及を考えると、図書コーナー自体

の利用はますます減ると考えられます。コミュ

まちづくりセンターに一度も行ったことや

利用したことのない市民の方がおられること

は承知しており、そうした市民の方にできるだ

け、まちづくりセンターに関わってもらえるよ

う取組を進める必要があることや、防災拠点と

しての機能や役割について、市民の方に周知し

ていく必要があると考えております。 

また、数値目標は掲げておりませんが、浜田

市協働のまちづくり推進計画において、まちづ

くりセンターの利用や事業の参加のほか、まち

づくりセンターの取組や情報の入手等につい

て、今後も「協働のまちづくり」に関する市民

アンケートを実施する予定もあることから、こ

うした情報を基に必要に応じて検証等を行い

たいと考えております。 
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ニティーの作り方、コミュニケーションの手段

の変化を考えると、建設について必要不可欠な

理由が見当たりません。新規整備によって市が

見込む効果について、数値目標の設定も行って

おられません。莫大な費用をかけて行うことに

対し、効果の検証が行えないばかりか、メリッ

トがはっきりしませんので、新設によって市が

めざすことについて、いくつかの意味のある数

値目標の設定が必要と考えますが、どのような

項目について数値目標を設定すべきと考える

か、数値目標の設定自体必要ないと考えるか、

説明して下さい。 

 

⑯ 全

体 

計画全体 本計画案には、以上のように多くの疑問や課

題が山積しており、公平性や計画策定プロセス

に関し透明性に問題があると考えます。施設の

新規整備が必要不可欠であるとするならば、

様々な課題の解決策とセットで提案される必

要があると考えます。多くの課題には触れず、

新規整備ありきで進めてしまうことは、それら

の課題を子や孫に解決せよと言っているよう

なもので、非常に無責任です。要望した住民も、

長沢地域以外の市民も、市議会も市の職員も、

市長も、こうした無責任な決定をしてはいけな

石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセ

ンターの新規整備につきましては、平成 3 年 9

月以降の地元陳情等に対し、当初の方針として

は、公設公営の建設計画はないものとしており

ました。 

しかしながら、これまでの地元からの複数回

にわたる陳情や要望、平成 25 年度の社会教育

委員の会の提言、石見地区の人口規模や面積等

を総合的に考慮し、市教育委員会としての政策

的判断で方針を修正し、平成 29 年度以降、中

期財政計画に計上することとなりました。 
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いと考えます。ぜひ、新規整備以外の方法によ

る、地域住民のまちづくり活動の充実の可能性

について調査や協議を行い、これからの世代に

ツケを回さない方法を再度考えてください。市

の職員を含む、これから浜田市に住み続ける人

すべてに関わることです。本計画案通りに建設

が行われるようであれば、「住みたくない、住

まなければよかった、魅力は無い、元気のない

浜田」へとどんどん進んでいくことになりま

す。市はそれでも良いと考えるのか、そうはな

らないと考える根拠があるならば、わかりやす

く説明してください。 

 

また、こうした経過を踏まえ、令和 3 年度か

ら建設に向けた内部検討を進め、将来にわたる

財政負担等の観点から、施設規模や人員配置の

縮小といった見直しも図ってきたところです。 

この他、令和 4 年度浜田市一般会計予算に対

する附帯決議への対応や市議会への報告等と

いった過程を踏まえ検討し現在に至っており

ます。 

本整備事業の大幅な変更は困難ですが、いた

だいたご意見等も参考に、将来にわたっての持

続可能な地域づくり等に繋がる施策となるよ

う取り組んでまいります。 

 

 

上記のほかにご意見はありませんでした。 


